
・東北歯科専門学校 

 

・卒業の認定に関する方針 

卒業の認定は、学則で定める教育課程の授業科目をすべて履修し、各科目の試験に合格し

た者は教務委員会の議を経て認定する。卒業を認定された者に対し、卒業証書を授与し、

専門士（医療専門課程）と称することを認める。 


